
◆
◆
◆

在
宅
育
児
支
援
事
業
給
付
金

子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、
0
歳
児
を
在
宅
で
育
児
す
る
多

子
世
帯
の
方
に
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

受
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
期
限

内
で
あ
れ
ば
対
象
月
数
分
を
支
給
し
ま

す
。

●
対
象
者
／
育
児
休
業
給
付
金
を
受
給
し

て
い
な
い
世
帯
お
よ
び
生
活
保
護
を
受

け
て
い
な
い
世
帯
、
暴
力
団
と
密
接
な

関
係
を
有
し
な
い
世
帯
で
、
次
の
要
件

を
全
て
満
た
す
乳
児
が
い
る
世
帯

①
有
田
川
町
内
に
住
民
登
録
を
有
す
る

こ
と
　
②
平
成
30
年
（
2
0
1
8
年
）

４
月
１
日
か
ら
令
和
元
年
（
2
0
1
9

年
）
12
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
乳
児
　

③
属
す
る
世
帯
内
の
第
二
子
以
降
で
あ

る
こ
と
　
④
第
二
子
の
場
合
、
申
請
者

と
申
請
者
の
配
偶
者
の
市
町
村
民
税
所

得
割
合
算
額
が
7
万
7
1
0
1
円
未

満
で
あ
る
こ
と
（
４
〜
８
月
分
は
平
成

30
年
度
（
2
0
1
8
年
度
）、
９
〜
３

月
分
は
平
成
31
年
度
分
（
2
0
1
9

年
度
）
で
判
定
）　
⑤
保
育
所
な
ど
に

入
所
し
て
い
な
い
こ
と

※
年
度
途
中
で
要
件
に
変
更
が
あ
り
、
対

象
に
な
る
（
な
ら
な
く
な
っ
た
）
場
合

は
対
象
と
な
る
期
間
分
受
給
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

●
支
給
額
／
対
象
と
な
る
乳
児
1
人
あ
た

り
月
額
3
万
円
（
最
大
10
カ
月
分
）

●
申
請
時
に
必
要
な
も
の

①
支
給
認
定
申
請
書
（
※
）　
②
申
請

者
、
申
請
者
の
配
偶
者
お
よ
び
乳
児
の

健
康
保
険
証
の
写
し
　
③
乳
児
が
第
二

子
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
お

よ
び
申
請
者
の
配
偶
者
の
市
町
村
民
税

の
所
得
割
合
算
額
を
確
認
で
き
な
い
場

合
、
確
認
で
き
る
市
町
村
が
発
行
し
た

市
町
村
民
税
の
所
得
割
額
に
関
す
る
証

明
書
　
④
育
児
休
業
給
付
金
の
受
給
申

請
（
予
定
も
含
む
）
が
な
い
こ
と
を
証

明
す
る
書
類
（
※
）　
⑤
児
童
手
当
な

ど
を
市
町
村
以
外
か
ら
受
給
し
て
い
る

場
合
（
公
務
員
な
ど
）
は
乳
児
に
か
か

る
児
童
手
当
な
ど
の
受
給
を
証
明
す
る

書
類
　
⑥
振
込
先
口
座
の
通
帳
の
写
し

（
口
座
番
号
、
名
義
人
な
ど
が
記
載
し

て
あ
る
部
分
）（
※
）

※
①
④
に
つ
い
て
は
申
し
込
み
先
で
お
受

け
取
り
い
た
だ
く
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
⑥

に
つ
い
て
は
乳
児
と
同
居
し
て
い
な
い

場
合
を
除
き
、
支
給
対
象
者
は
児
童
手

当
な
ど
の
受
給
者
と
な
る
た
め
、
振
込

先
口
座
は
児
童
手
当
受
給
者
の
口
座
と

な
り
ま
す
。

●
申
請
期
限
／
令
和
2
年
（
2
0
2
0

年
）
3
月
31
日
ま
で

■申
問
こ
ど
も
教
育
課
（
金
屋
庁
舎
）

◆
◆
◆

重
度
心
身
障
害
児
（
者
）

医
療
費
助
成
制
度
が
変
わ
り
ま
す

令
和
元
年
（
2
0
1
9
年
）
8
月
1

日
か
ら
、
新
た
に
精
神
障
害
者
福
祉
手
帳

1
級
所
持
者
の
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
方
に
は
、
７
月
に
通
知
を
お

送
り
し
て
い
ま
す
。
手
続
き
が
お
済
み
で

な
い
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
65
歳
の

誕
生
日
以
降
に
新
規
で
手
帳
を
取
得
さ
れ

た
方
は
、
助
成
対
象
外
と
な
り
ま
す
）。

対
象
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
で
、

通
知
が
届
い
て
い
な
い
方
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
申
請
時
に
必
要
な
も
の
／
①
申
請
書 

②
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳 

③
加

入
し
て
い
る
健
康
保
険
証 

④
印
鑑 

⑤

本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
な
ど
）

問
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

各
種
認
定
証
の
更
新
手
続
き

【「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」「
限
度
額
適
用
認
定
証
」】

外
来
受
診
や
入
院
を
し
た
際
に
、「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医
療
機
関
や

薬
局
な
ど
へ
提
示
い
た
だ
く
と
、
窓
口
で

支
払
う
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
（
上

限
額
）
や
入
院
時
の
食
事
代
（
減
額
認
定

証
に
該
当
す
る
方
）
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

令
和
元
年
（
2
0
1
9
年
）
8
月
以
降

の
対
象
者
で
平
成
30
年
度
（
2
0
1
8

年
度
）
に
交
付
し
た
方
に
は
、
7
月
下
旬

に
新
し
い
認
定
証
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

昨
年
度
ま
で
は
、
一
度
認
定
証
を
交
付

し
た
こ
と
が
あ
る
方
の
う
ち
対
象
と
な
る
方

に
は
認
定
証
を
郵
送
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
限
度
額
区
分
の
増
加
な
ど
に
よ
り
対
応
が

難
し
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
29
年
度

（
2
0
1
7
年
度
）
以
前
に
交
付
し
た
方
に

つ
い
て
は
本
年
度
は
郵
送
し
て
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
現
在
該
当
し
て
い
な
く
て
も
所

得
の
変
動
や
世
帯
構
成
の
変
更
な
ど
で
8

月
以
降
に
該
当
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
外
来
受
診
や
入
院
を
さ
れ
て
も
認

定
証
が
必
要
で
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
事
前
に
お
電
話
な
ど
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者

・
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
／
自
己
負
担
額
が
１
割
の
方
で
町
県

民
税
非
課
税
世
帯
の
方

・
限
度
額
適
用
認
定
証
／
自
己
負
担
額
が

3
割
の
方
で
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
全

員
の
住
民
税
課
税
所
得
が
6
9
0
万

円
未
満
の
方

●
申
請
時
に
必
要
な
も
の
／
対
象
者
の
印

鑑
・
保
険
証
、
来
庁
さ
れ
る
方
の
印
鑑
・

免
許
証
な
ど

問
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）
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